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証券コード７９５３
平成２４年６月１３日株主各位

名古屋市中区丸の内三丁目２１番２５号　清風ビル

菊水化学工業株式会社
取締役社長 遠 山 眞 人

第５５期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第５５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成２４年６月２７日（水曜日）午後５時３０分

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎招集通知添付書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項
をインターネット上の当社ウェブサイト（http：／／www．kikusui－chem．co．jp／）に掲載いたしますのでご
了承ください。

敬　具

１．日　　時　　　平成２４年６月２８日（木曜日）午前１０時
２．場　　所　　　名古屋市中区丸の内二丁目５番１０号
　　　　　　　　　アイリス愛知　２階　コスモス
３．会議の目的事項

　　　報 告 事 項　　第５５期（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）事業
報告、連結計算書類及び計算書類の内容ならびに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　　　決 議 事 項
　　　第１号議案　剰余金処分の件
　　　第２号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
　　　第３号議案　監査役２名選任の件
　　　第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上
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［添付書類］

事 業 報 告
平成２３年４月１日から
平成２４年３月３１日まで

１．企業集団の現況に関する事項

　（１）　事業の経過及び成果

　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災とその後の電力供給問題の影

響による経済活動の停滞から緩やかに回復しつつありましたが、その後のギリシャ発

の欧州の債務危機やタイの洪水被害、円高の長期化等の影響により、国内企業の業績

悪化が懸念されるなど国内景気は、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

　　　このような状況の中、当社グループは、物流の見直し、全社を挙げてコストダウン

を進めると共に、製品販売においては、「下地から仕上げまで」を販売戦略の要として

新規顧客の獲得に向けて積極的な営業活動を展開し、ビルリフレッシュ工事において

は、品質、安全管理の強化による販売体制を整えシェア拡大に努めました。

　　　セラミックにおいては、新製品の開発と併せて品質の安定、歩留まりの向上に努め、

売上拡大を目指しました。

　　　その結果、当連結会計年度における業績は、連結売上高は１８５億１１百万円（前期比

１１．１％増）を計上することができました。

　　　利益面におきましては、連結営業利益は５億５９百万円（同１０．４％増）、連結経常利益

は５億８０百万円（同１０．４％増）、連結当期純利益は２億６５百万円（同２６．３％増）となり

ました。

　　　セグメント別の業績は次のとおりであります。

（材売・工事）

　　　材売・工事においては、東日本大震災の被災地の一日も早い復興に貢献できるよう

販売活動を行いました。ワンストップキャンペーンの継続、リノベーションセミナー

の開催など、住宅・建築関連業者の更なる活性化に向けて活動すると共に、アライア

ンスパートナーとの組織強化、及びセミナーの実施を行ってまいりました。

　　　その結果、材売・工事の売上高は、１７８億６１百万円（前期比１２．４％増）となり、営業

利益は６億３１百万円（同２７．４％増）となりました。

（セラミック）

　　　セラミックにおいては、電機・電子部品業界向けの焼成治具の販売は堅調に推移し

ました。しかし、機構部品に関しては、当社製品を採用した生産設備の投資が大幅に

減少しました。また、汎用品の売上比率が高かったこと、及び第４四半期に大規模な

修繕等を行った結果、セラミックの売上高は６億５０百万円（前期比１５．７％減）となり、

営業損失は７１百万円（前年同期は営業利益１１百万円）となりました。
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（注）　連結計算書類の作成初年度が平成２２年３月期であるため、それ以前については記載しておりません。また連結子
会社株式のみなし取得日が平成２２年３月期の期末日であるため、連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書
については、作成しておりません。

期別

区別
（平成２１年３月期）（平成２２年３月期）（平成２３年３月期）

（平成２４年３月期）

（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） ― ― １６，６５８ １８，５１１

経 常 利 益（百万円） ― ― ５２５ ５８０

当 期 純 利 益（百万円） ― ― ２１０ ２６５

１株当たり当期純利益 （円） ― ― ２０．０８ ２５．５８

総 資 産（百万円） ― １２，５１９ １３，７１５ １４，１５４

純 資 産（百万円） ― ６，９４５ ７，０２９ ７，１０３

　
　（５）　対処すべき課題
　　　今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響や、それに伴う電力問題、円高
の長期化等、景気の先行きは不透明で、予断を許さない厳しい経営環境が続くと思わ
れます。

　　　このような状況の中で、当社グループは、工事においては、安全、品質、環境を最
優先に工事獲得を目指し、下地材・汎用塗料等の製品販売においては、下地から仕上
げまでお客様に満足して頂ける高付加価値製品を提供し、さらなる売上拡大を目指し
たいと存じます。

　　　セラミックにおいては、新規顧客の開拓、さらなる新製品の受注拡大を目指します。
　　　今後、急激な変化が予想される経営環境に対応すべく、さらなる収益力強化を目指
して社内体制を整備し、スループットの拡大及びコストダウンを推し進め、社業の発
展に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理
解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　（２）　設備投資の状況
　　　当期中に実施した設備投資は、建設仮勘定等を含め総額１億４１百万円であります。
主なものは、各務原工場の廃水処理設備改修工事及びセラミック事業部のシステムソ
フトの購入等であります。

　
　（３）　資金調達の状況
　　　当期は、経常的な金融機関借入れによる資金調達のみであり、特記すべき事項はあ
りません。

　
　（４）　直前３連結会計年度の財産及び損益の状況
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名 称 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

日本スタッコ株式会社 ４０百万円 ８６．９％ 建築・土木用下地調整塗材の製造販売

４

　（６）　重要な親会社及び子会社の状況
　　　①重要な親会社の状況
　　　　該当事項はありません。
　　　②重要な子会社の状況

最終データ保存日：12.05.18/12.05.21

　（７）　主要な事業内容
　　　①塗料及び塗材の製造、加工ならびに販売
　　　②土木用及び建築用等の化学工業品の販売
　　　③土木材料及び建築材料の製造、販売ならびに施工
　　　④ファインセラミックスの製造ならびに販売
　
　（８）　主要な営業所及び工場
　　　①当社
　　　　本　社　名古屋市中区丸の内三丁目２１番２５号清風ビル
　　　　工　場　茨城、各務原（岐阜県）、セラミックセンター（岐阜県）、犬山（愛知県）、

福岡
（計５工場）

　　　　（建材塗料事業本部）支店
　　　　　　　　仙台、北関東（茨城県）、東京、名古屋、滋賀、福岡

（計６支店）
　　　　（住宅事業本部）営業部
　　　　　　　　埼玉、関東（東京都）、横浜（神奈川県）、東海（愛知県）、関西（大阪府）

（計５営業部）
　　　　（建材塗料事業本部）営業所
　　　　　　　　札幌、千葉、横浜（神奈川県）、新潟、松本（長野県）、金沢（石川県）、
　　　　　　　　静岡、大阪、岡山、北九州（福岡県）、鹿児島

（計１１営業所）
　　　　（住宅事業本部）営業所
　　　　　　　　仙台、北関東（茨城県）、千葉、長野、金沢（石川県）、静岡、愛知東、
　　　　　　　　京都、神戸（兵庫県）、広島、高松（香川県）、福岡、熊本、鹿児島

（計１４営業所）
　　　②子会社
　　　　日本スタッコ株式会社
　　　　本　社　滋賀県湖南市石部口三丁目１番１号
　　　　工　場　滋賀工場
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　（９）　従業員の状況
　　　①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数

４０４名

前連結会計年度末比増減

２名増加

（注）　１．上記には、契約社員（２７名）及びパート（６９名）は含んでおりません。
　　　２．当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。

　　　②当社の従業員の状況

従 業 員 数

３９４名

前期末比増減

４名増加

平 均 年 齢

３７．４才

平均勤続年数

１２．０年

（注）　１．上記には、契約社員（２７名）及びパート（６９名）は含んでおりません。
　　　２．当事業年度末日の従業員数を記載しております。

　　　企業集団の主要な借入先の状況

借 入 先

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株 式 会 社 愛 知 銀 行
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
株 式 会 社 滋 賀 銀 行

株式会社商工組合中央金庫
明治安田生命保険相互会社

千円５００，０００
２００，０００
２００，０００
２００，０００
１７２，１４５
１５０，０００
１００，０００
１００，０００
７０，０００
５０，０００
５０，０００

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行
株 式 会 社 百 五 銀 行
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社

（注）　当連結会計年度末日の借入金残高を記載しております。

借 入 金 残 高
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２．会社の株式に関する事項
　（１）　発行可能株式総数　　　　　　　　３４，０００，０００株
　（２）　発行済株式の総数　　　　　　　　１０，７１６，９５４株（自己株式　２３２，４９４株を含む）
　（３）　当事業年度末の株主数　　　　　　　　　７１３名
　（４）　大株主（上位１０名）

株 主 名

菊水化学工業社員持株会
株 式 会 社 愛 知 銀 行
遠 山 眞 人

持 株 数
千株

１，０２３

持 株 比 率
％

９．７６
５．１３
４．９７
４．９７
３．３８
３．１７
３．０４

２．６９

２．４３
１．６６

有限会社ティー・サポート

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行

菊水化学工業取引先持株会

（従業員持株ESOP信託口）

遠 山 昌 夫
株式会社大垣共立銀行

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
　　５３８
　　５２１
　　５２０
　　３５３
　　３３２
　　３１８

　　２８２

　　２５５
　　１７４

（注）　持株比率は自己株式（２３２，４９４株）を控除して計算しております。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（従業員持株ESOP信託口）が保有する当社株式２８２，０００株は当該自己株式に含めておりません。

６

　（５）　その他株式に関する重要な事項
　　（従業員持株ESOP信託）
　　　当社は、平成２３年９月５日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を
高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」
（以下「ESOP信託」といいます。）の導入を決議いたしました。

　　①ESOP信託導入の目的
　　　　当社は、当社グループ従業員に対する福利厚生施策強化の一環とするとともに、

従業員の業績や株価に対する意識を高め、かつ中長期的な企業価値向上を図ること
を目的として、当社従業員へのインセンティブ・プランとしてESOP信託を導入する
ことといたしました。

　　②ESOP信託の概要
　　　　ESOP信託とは、米国のESOP（Employee　Stock　Ownership　Plan）制度を参考に、

従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、
当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の
拡充）を図る目的を有するものをいいます。

　　　　当社が「菊水化学工業社員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する
従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今
後５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める

最終データ保存日：12.05.18/12.05.28
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　　　取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会
に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者
たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が
生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、
当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

　　③信託契約の内容
　　　　（　）ア信託の種類　　　　特定単独運用の金銭信託（他益信託）
　　　　（　）イ信託の目的　　　　当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受

益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充
　　　　（　）ウ委託者　　　　　　当社
　　　　（　）エ受託者　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
　　　　（　）オ受益者　　　　　　当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
　　　　（　）カ信託管理人　　　　当社と利害関係のない第三者
　　　　（　）キ信託契約日　　　　平成２３年９月８日
　　　　（　）ク信託の期間　　　　平成２３年９月８日～平成２８年１０月２０日
　　　　（　）ケ議決権行使　　　　受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理

人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。
　　　　（　）コ取得株式の種類　　当社普通株式
　　　　（　）サ取得株式の総額　　１．５億円
　　　　（　）シ株式の取得期間　　平成２３年９月１４日～平成２４年３月１４日
　　　　　　　　　　　　　（なお、平成２３年９月２６日～３０日、１２月２６日～３０日は除く。）
　　　　（　）ス株式の取得方法　　取引所市場より取得（立会外取引を含む）
　　④会計処理の方法
　　　　当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理

をしております。従って、信託口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに損
益については貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上して
おります。

　　　　なお、当事業年度末（平成２４年３月３１日）における自己株式数は、以下のとおり
であります。

　
　　　　　自己株式数　　　　　　　　　　５１４，４９４株
　　　　　うち当社所有自己株式数　　　　２３２，４９４株
　　　　　うち信託口所有当社株式数　　　２８２，０００株
　
３．新株予約権等に関する事項
　　　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
　（１）　取締役及び監査役の状況 （平成２４年３月３１日現在）

地 位

取締役社長

専務取締役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常勤監査役

監 査 役

監 査 役

担当及び重要な兼職の状況

日本スタッコ株式会社　取締役会長

管理本部、製造本部、資材部担当

住宅事業本部長

建材塗料事業本部副本部長、東ブロック長

セラミック事業部副事業部長

日本スタッコ株式会社　専務取締役

技術開発本部長　兼　資材部長

名銀不動産調査株式会社　取締役社長
名古屋ビジネスサービス株式会社　取締役社長

遠　山　眞　人

山　口　　　均

今井田　広　幸

古　河　　　誠

中　神　章　喜

高　田　　　泉

阿　南　修　一

倉　知　和　紀

伊　藤　富　夫

長谷川　　　厚 株式会社御幸ビルディング　顧問

（注）　１．監査役のうち伊藤富夫及び長谷川厚の両氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。
　　　２．監査役伊藤富夫及び長谷川厚の両氏は、名古屋証券取引所上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則第３１条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
　　　３．当該事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。

（氏　　名）

三　戸　武　志

岩　崎　大二郎

古井戸　　　滋

塩　澤　隆　寛

（退任時の地位及び担当）

専務取締役

取締役

取締役

取締役

セラミック事業部、海外・特販部、

技術開発本部、戦略企画室担当

コンプライアンス部

日本スタッコ株式会社　代表取締役社長

製造本部長

（退任年月日）

平成２３年６月２９日

平成２３年６月２９日

平成２３年６月２９日

平成２３年６月２９日

８

氏 名

建材塗料事業本部　滋賀支店相談役

建材塗料事業本部　滋賀支店相談役

ＩＴ統括部担当
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　（２）　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分

取 締 役

監 査 役

合 計

支給人員
名

１１

３

１４

報酬等の総額
千円

１４１，１８７

１７，５７６

１５８，７６３
（注）　１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額（取締役２３，２５１千円、監査役１，４５６千円（うち社外監

査役３３６千円））が含まれております。
　　　３．上記のうち社外監査役に対する報酬等の総額は２名４，０５６千円であります。
　　　４．上記のほか、平成２３年６月２９日開催の定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給してお

ります。
　　　　　退任取締役　４名　８１，２０６千円
　　　　　上記金額には、過年度の事業報告において役員の報酬等に含めた役員退職慰労引当金の繰入額７９，３９７千円が含

まれております。
　　　５．取締役の報酬限度額は、昭和６１年２月１８日臨時株主総会決議において年額３億円以内と決議いただいております。
　　　　　（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。）
　　　６．監査役の報酬限度額は、昭和６１年２月１８日臨時株主総会決議において年額３千万円以内と決議いただいており

ます。

伊藤　富夫

長谷川　厚

出席回数

９回

９回

出 席 率

１００％

１００％

出席回数

１０回

１０回

出 席 率

１００％

１００％

取締役会（９回開催） 監査役会（１０回開催）

　（３）　社外役員に関する事項
　　　①重要な兼職先と当社との関係
　　　　・監査役伊藤富夫は、名銀不動産調査株式会社、名古屋ビジネスサービス株式会

社の取締役社長を兼職しております。なお、当社と名銀不動産調査株式会社、
名古屋ビジネスサービス株式会社との間には特別な取引関係はありません。

　　　　・監査役長谷川厚は、株式会社御幸ビルディングの顧問をしております。なお、
当社と株式会社御幸ビルディングとの間には特別な取引関係はありません。

　　　②当事業年度における主な活動状況
　　　　　（　）ア取締役会及び監査役会への出席状況

　　　　　（　）イ取締役会における発言状況
　　　　　監査役伊藤富夫、長谷川厚の両氏は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための助言・提言を行っております。
　　　③責任限定契約の内容の概要
　　　　当社と各社外監査役は、会社法第４２７条第１項及び当社の定款の規程に基づき、任

務を怠ったことによる賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の
概要は次のとおりであります。

　　　　・社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、
社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、社
外監査役は当社に対し、会社法４２５条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
て損害賠償責任を負う。

最終データ保存日：12.05.18

９

WAVE4-きくすいかがく-第55期定時株主総会招集ご通知-09　校了日：12.05.29



－ －

当事業年度における監査期間

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日

氏名または名称

仰星監査法人 会 計 監 査 人

　（２）　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　　　①仰星監査法人に支払った報酬等

区 分

当事業年度に係る公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

支 払 額

１７，０００千円

１７，０００千円

（注）　当社と仰星監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

１０

５．会計監査人に関する事項
　（１）　会計監査人の氏名または名称

　（３）　会計監査人の解任または不再任を決定する場合の方針
　　　当社は、会計監査人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性及び職務
遂行の状況等について常に留意しています。また、継続してその職責を全うする上で
問題となる重大な疑義を抱く事象の発生や会計監査人の継続監査年数の規制への抵触
等を勘案し、解任または不再任と判断した場合及び監査役会の決議に基づき解任また
は不再任とすることが妥当と判断した場合には、監査役会が会計監査人を解任するこ
との同意、あるいは、会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすることの同
意に基づき、株主総会に解任に関する議案の上程あるいは不再任とすることを株主総
会の目的事項とする方針です。

　
６．業務の適正を確保するための体制
　（１）　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　　当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務執行に関する情報を、適切に管理
しております。

　　　取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存
されております。

　
　（２）　　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　　当社は、規程に従って、常務会にリスク情報を収集し、重要リスクを特定・評価す
るとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っております。

　　　また、万一リスクが生じた場合に備え、規程を制定し緊急事態対応体制を強化して
います。

備　考
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　（３）　取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
　　　当社は下記の経営管理システムにより、取締役の職務執行の効率性を確保しており
ます。

　　　①取締役会
　　　　　取締役会は、原則として３箇月に一回以上開催され、重要事項について、意思

決定を行っております。
　　　②常務会
　　　　　当社は、常務会を設置しています。常務会は、取締役会長、取締役社長、取締

役副社長、専務取締役、常務取締役による構成員と、その他の取締役による準構
成員により構成されています。常務会は、原則として月１回開催され、事業計画
の進捗状況を随時チェックし、結果を迅速に経営に反映させています。

　　　③職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程
　　　　　当社は、規程を制定し、業務執行の責任と権限を明確にし、意思決定の迅速化

を図っております。さらに、事業計画を策定し、月次で達成状況の検証を行い、
問題への対策を立案・実行しております。

　
　（４）　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

　　　当社は、コンプライアンス宣言を策定し、コンプライアンスに関する方針を従業員
に明示しております。

　　　また、内部監査の実施、内部通報相談窓口の設置・運用を通じて、内部監査体制を
整えております。

　
　（５）　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

　　　当社は、子会社への株主権の行使、役員・人員の派遣、規程の運用、定期的な内部
監査の実施、及び適切な情報伝達等を行っております。

　
　（６）　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項、並びに監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関

する事項

　　　当社は、監査役の職務を補助する使用人を配置しておりません。
　　　必要があれば別途配置し、人事考課や人事異動等は通常の使用人と明確に分けて行
います。
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　（７）　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制

　　　監査役は、株主総会及び取締役会に出席し、取締役及び会計監査人から業務の運営
や課題等について報告を受けております。これに加え、常勤監査役は、重要な会議へ
の出席や監査の立会い等を行って、適宜報告を受けております。

　
　（８）　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　　内部監査部門である監査課及びコンプライアンス部は、監査役と適宜連携しており
ます。また、各部門は監査に協力し、監査役監査が実効的に行われる体制をとってお
ります。監査役は、会計監査人と必要に応じて協議を行い、相互連携を図っておりま
す。

　
　（９）　反社会的勢力への防衛に対するための体制
　　　当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を断固持たな
いことを基本方針としております。一切の関係を遮断するため、反社会的勢力からの
直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、ク
レーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料、株主総会関係等による間接的なアプ
ローチに対しても常に注意を払って行動しております。この取組方針は全ての社員に
対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候等
があった場合には、速やかに管理本部に連絡することとしております。

　　　反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引開始時に規
程に基づき、経営内容や経営者等について事前調査を行っております。従業員につい
ては、採用の際に履歴書の提出を求めるとともに、必ず担当役員もしくは取締役社長
による面談を実施し、採用予定者の本人確認を行っております。

　　　これらにかかわらず、反社会勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を
有してしまった場合には、相手方が反社会勢力であると判明した時点、あるいはその
疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。

　
７．剰余金の配当等の決定に関する方針

　　　当社の配当等の方針につきましては、利益還元を行なうことが当社の責務とし重要
な経営課題の一つとして認識しております。従いまして、安定的な配当を継続しつつ、
業界動向を勘案して、増配など株主にとって有益となる還元方法を採用する方針であ
ります。

　
以　上

最終データ保存日：12.05.18/12.05.21/12.05.22/12.05.28
WAVE4-きくすいかがく-第55期定時株主総会招集ご通知-12　校了日：12.05.29



－ －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成２４年３月３１日現在） （千円未満切捨）

資 産 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 性 預 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

千円

９，４９９，２４１

２，６９６，７０７

５，４９８，６０７

４７０，３４５

１７５，２０７

２４５，９９５

１６９，９２４

２５１，７２９

△９，２７７

４，６５５，３９２

２，６３７，６８０

７３５，２４９

１４８，１６５

１，４９７，９３１

２０３，９０３

１０，９３５

４１，４９５

１０６，１９０

１，９１１，５２１

９１３，０５８

２，５４０

２０５，６４７

６１０，０００

１８６，３２２

△６，０４６

１４，１５４，６３３

負 債 の 部

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

そ の 他

負 債 合 計

千円

５，７７２，３６２

３，００３，７３５

１，４５０，０００

１１５，６１２

６８，８００

３４，５１０

８９０，０８１

６７，７４０

１４１，８８１

１，２７８，７０４

２８２，４００

２２６，５３３

４４，１３１

４６６，９８７

１７９，６３２

７９，０２０

７，０５１，０６６

１年内償還予定社債

１年以内返済予定長期借入金

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

少 数 株 主 持 分

純 資 産 合 計

負債・純資産合計

７，０６６，０１４

１，３９４，１００

１，０９２，１６０

４，８３５，３９０

△２５５，６３６

３７，１５９

３７，１５９

３９３

７，１０３，５６７

１４，１５４，６３３

１３
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金 額
千円 千円

連 結 損 益 計 算 書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （千円未満切捨）

科 目

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

そ の 他 営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他 営 業 外 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

投 資 有 価 証 券 評 価 損

税金等調整前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

少数株主損益調整前当期純利益

少 数 株 主 利 益

当 期 純 利 益

会 員 権 評 価 損

６，２１７

１４，６５１

４０，７２８

１７，５５２

２３，９０５

２３

３，１３５

２，４８４

４２，３１５

１，５４８

２１１，０９９

５８，９０３

１８，５１１，６７７

１３，６５１，０２６

４，８６０，６５１

４，３００，６７６

５５９，９７５

６１，５９８

４１，４５７

５８０，１１６

３，１５９

４６，３４８

５３６，９２６

２７０，００３

２６６，９２３

１，０２４

２６５，８９８

１４
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連結株主資本等変動計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （千円未満切捨）

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当期変動額合計額

当 期 末 残 高

株 主 資 本

資 本 金

千円

１，３９４，１００

―

１，３９４，１００

資本剰余金

千円

１，０９２，１６０

―

１，０９２，１６０

利益剰余金

千円

４，６７４，３４０

△１０４，８４８

２６５，８９８

１６１，０５０

４，８３５，３９０

自 己 株 式

千円

△１１７，１３２

△１４９，８０９

１１，３０６

△１３８，５０３

△２５５，６３６

株主資本合計

千円

７，０４３，４６７

△１０４，８４８

２６５，８９８

２２，５４６

７，０６６，０１４

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当期変動額合計額

当 期 末 残 高

その他の包括利益累計額

その他有価証券

評 価 差 額 金

千円

△１４，７７５

５１，９３４

５１，９３４

３７，１５９

その他の包括

利益累計額合計

千円

△１４，７７５

５１，９３４

５１，９３４

３７，１５９

少 数 株 主

持 分

千円

１，０１８

△６２５

△６２５

３９３

純資産合計

千円

７，０２９，７１０

△１０４，８４８

２６５，８９８

△１４９，８０９

１１，３０６

５１，３０９

７３，８５６

７，１０３，５６７

１５

△１４９，８０９

１１，３０６
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連結注記表

１６

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　（１）　連結の範囲に関する事項
　　　①連結子会社の状況
　　　　連結子会社の数　　　１社
　　　　連結子会社の名称　　日本スタッコ株式会社
　　　②非連結子会社の名称等
　　　　非連結子会社の名称　菊水化工（上海）有限公司・株式会社　ＦＭＴ
　　　　（連結の範囲から除いた理由）
　　　　　　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結
計算書類に重要な影響をおよぼしていないためであります。

　（２）　持分法の適用に関する事項
　　　①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数
　　　　該当事項ありません。
　　　②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
　　　　非連結子会社　菊水化工（上海）有限公司・株式会社　ＦＭＴ
　　　　関連会社　該当事項ありません。
　　　　（持分法を適用しない理由）
　　　　　　持分法非適用会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響額が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

　（３）　連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　連結子会社の決算日は、３月２０日であります。
　　　・連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を利用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
　（４）　会計処理基準に関する事項
　　　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　①その他有価証券
　　　　　時価のあるもの
　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
　　　　　時価のないもの
　　　　　　　移動平均法による原価法
　　　　②デリバティブ
　　　　　　　時価法
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WAVE4-きくすいかがく-第55期定時株主総会招集ご通知-16　校了日：12.05.29



－ －１７

　　（２）　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
　　　　　　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま

す。
　　　　　　①製品・仕掛品　　　総平均法
　　　　　　②商品・原材料　　　移動平均法
　　　　　　③貯　　蔵　　品　　　最終仕入原価法
　　（３）　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　　①有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　定率法によっております。
　　　　　　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
　　　　　　　建物　　　１７～５０年
　　　　　　　機械　　　７～９年
　　　　②無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　定額法によっております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
　　　　③リース資産
　　　　　（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。
　　　　　（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証がある場合は、残価保

証額）とする定額法によっております。
　　　　　　平成２０年３月３１日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　　　　④長期前払費用
　　　　　　均等償却によっております。
　　（４）　重要な引当金の計上基準
　　　　①貸倒引当金
　　　　　　売掛金等の金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、

貸倒実績率に基づき算定した金額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　　　　②退職給付引当金
　　　　　　従業員の退職給付に備えるため当連結会計年度末における退職給付の見込額

に基づき、計上しております。
　　　　　　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（１０年）による定額法により費用処理しております。
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　　　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（１０年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。

　　　　③役員退職慰労引当金
　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規に基づく期末要支給額を

計上しております。
　　（５）　のれんの償却方法及び償却期間に関する事項
　　　　　のれんは、５年間で均等償却することとしております。
　　（６）　その他連結計算書類作成のための重要な事項
　　　　①繰延資産の処理方法
　　　　　　社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
　　　　②完成工事高の計上基準
　　　　　　当連結会計年度に着手した工事契約から当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事について工事進行基準（工事の進捗率の
見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して
おります。

　　　　③消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　
　　（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）
　　　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号　平成２１年１２月４
日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第２４号　平成２１年１２月４日）を適用しております。

　
　　（法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
　　　経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確
保に関する特別措置法が平成２３年１２月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年度
の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成２４年４月１日以降解消される
ものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の４０．６％から、回収又は支
払が見込まれる期間が平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までのものは３７．７％、
平成２７年４月１日以降のものについては３５．３％にそれぞれ変更されております。

　　　その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が３９，８８９千
円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が３９，２２０千円増加しておりま
す。
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１９

　　（従業員持株ESOP信託）
　　　当社は、平成２３年９月５日開催の取締役会において、当社グループの従業員に対す
る福利厚生政策強化の一環とするとともに、従業員の業績や株価に対する意識を高め、
かつ中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、当社従業員へのインセンティ
ブ・プランとして「従業員持株ESOP信託」（以下「ESOP信託」）を導入することとい
たしました。

　　　当社が「菊水化学工業社員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員のうち
一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後５年間にわた
り当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得
します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。

　　　当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理を
しております。従って、信託口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益に
ついては連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計
上しております。

　　　なお、当連結会計期間末（平成２４年３月３１日）における自己株式数は、以下のとお
りであります。

　
　　　　　自己株式数　　　　　　　　　　５１４，４９４株
　　　　　うち当社所有自己株式数　　　　２３２，４９４株
　　　　　うち信託口所有当社株式数　　　２８２，０００株
　
２．連結貸借対照表等に関する注記
　（１）　有形固定資産の減価償却累計額　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，９５４，００８千円
　（２）　非連結子会社に対する出資の額
　　　　　その他（出資金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，８３０千円
　　　　　投資有価証券（株式）　　　　　　　　　　　　　　　　９，０００千円
　（３）　債務保証　
　　　次の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
　　　　　菊水化工（上海）有限公司　　　　　　　　　　　　　　１６，２９９千円
　（４）　期末日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期
末残高に含まれております。

　　　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４５，８７９千円
　
３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
　（１）　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
　　　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，７１６，９５４株
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決 議

平成２３年６月２９日
定時株主総会

平成２３年１１月１４日
取 締 役 会

株式の種類

普通株式

普通株式

配当金の総額
（千円）

６２，９０９

４１，９３８

１株当たり配当額
（円）

６

４

基 準 日

平成２３年３月３１日

平成２３年９月３０日

効力発生日

平成２３年６月３０日

平成２３年１２月１２日

　（２）　配当に関する事項
　　　①配当金支払額

　　　②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの

　　　　　平成２４年６月２８日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する
事項を次のとおり提案しております。

　　　　　①配当の総額　　　　　　　　　６２，９０６千円
　　　　　②１株当たり配当額　　　　　　　　　　６円
　　　　　③基　準　日　　　　　　平成２４年３月３１日
　　　　　④効力発生日　　　　　　平成２４年６月２９日
　　　　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
　
４．金融商品に関する注記
　（１）　金融商品の状況に関する事項
　　　①金融商品に対する取組方針
　　　　　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調

達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は利用しており
ません。

　　　②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　　　　　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに左右されます。当

該リスクに関しては、当社グループの与信管理に関する社内規程に従い、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごと
に把握する体制としております。

　　　　　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに左右されますが、主に業
務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握する体制としており
ます。

　　　　　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日で
あります。

　　　　　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、リース債務
及び長期借入金は主に設備投資に係る設備資金であります。

２０

最終データ保存日：12.05.18/12.05.21/12.05.22
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連結貸借対照表
計 上 額

（千円）

時 価

（千円）

差 額

（千円）

（１）　現金及び預金

（２）　受取手形及び売掛金

（３）　投資有価証券
　　その他有価証券

（４）　支払手形及び買掛金

（５）　短期借入金

（６）　デリバティブ取引　

２，６９６，７０７　

５，４９８，６０７　

８９７，０３８　

―　

（３，００３，７３５）

（１，４５０，０００）

２，６９６，７０７　

５，４９８，６０７　

８９７，０３８　

（３，００３，７３５）

（１，４５０，０００）

―　

―　

―　

―　

―　

―　

―　

（注）　負債に計上されているものについては、（　）で示しております

連結貸借対照表上額が
取得原価を超えるもの

連結貸借対照表上額が
取得原価を超えないもの

合 計

種 類

株 式

株 式
債 券

取得原価

（千円）

３１６，５５７

２９０，２０５
３００，０００

９０６，７６２

連結貸借対照表
計 上 額

（千円）

４４０，６１９

２２７，４６２
２２８，９５７

８９７，０３８

差 額

（千円）

１２４，０６１

△６２，７４３
△７１，０４３

△９，７２４

　　　　上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計

　（２）　金融商品の時価等に関する事項
　　　　平成２４年３月３１日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握する事が極めて困難
と認められるものは、次表には含まれておりません（（注）２参照）。

２１

最終データ保存日：12.05.18/12.05.22

（注）　１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
　　　　　（１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金
　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。
　
　（３）投資有価証券
　　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
　　　なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。
　　　　その他有価証券の当連結会計年度の売却額は１９４千円であり、売却益の合計は２３千

円であります。
　　　　また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及

びこれらの差額については次のとおりであります。
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　　　年度において、その他有価証券で時価のある株式について、４２，３１５千円減損処理を
行っております。

　（４）　支払手形及び買掛金、並びに（５）短期借入金
　　　　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。
　（６）デリバティブ取引
　　　　該当事項ありません。

（注）　２．非上場株式（連結貸借対照表計上額１６，０２０千円）は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、「（３）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりま
せん。

（注）　３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

現金及び預金

受取手形及び売掛金

投資有価証券

１年以内
（千円）

２，６９６，７０７

５，４９８，６０７

―

１年超５年以内
（千円）

―

―

―

５年超１０年以内
（千円）

―

―

―

１０年超
（千円）

―

―

２２８，９５７　その他有価証券のうち

　満期のあるもの

５．賃貸等不動産に関する注記
　　　該当事項はありません。
　
６．１株当たり情報に関する注記
　　　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　６９６円２２銭
　　　１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　２５円５８銭
　
７．重要な後発事象に関する注記
　　　該当事項はありません。

最終データ保存日：12.05.18/12.05.22

２２
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成２４年５月１０日

菊水化学工業株式会社

仰 星 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員

代 表 社 員
業務執行社員

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士

公認会計士

公認会計士

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、菊水化学工業株式会社の平成２３年４月１日か
ら平成２４年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、菊水化学工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上

取締役会　御中

柴 田 和 範

寺 本 　 悟

浅 野 佳 史

◯印

◯印

◯印

最終データ保存日：12.05.18

２３
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千円

貸 借 対 照 表

（千円未満切捨）

資 産 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具・器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関係会社出資金
繰 延 税 金 資 産
長 期 性 預 金
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

千円

９，２８６，４０３
２，６４１，１６２
２，６２０，１１１
２，７４０，４４８
４６３，４２６
１７５，１６６
２３３，３２０
１６９，９２４
２１９，５７３
３２，１２６
△８，８５７

４，５７７，６６０
２，５４３，８９４
６５３，８５８
２３，８２５
１３６，５００

４５
４０，８９４

１，４７３，９３１
２０３，９０３
１０，９３５
７０，９３７
２９，６４９
４１，２８８

１，９６２，８２８
８９９，２７８
６７，６５７
１６，８３０
２０５，６４７
６１０，０００
７９，６９９
８９，７６１
△６，０４６

１３，８６４，０６４

負 債 の 部

流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年以内償還予定社債
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前 受 金
預 り 金
そ の 他
固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
預 り 保 証 金
資 産 除 去 債 務
負 債 合 計

純 資 産 の 部
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純 資 産 合 計
負債・純資産合計

５，５２９，６６４
２９，４０９

２，８６２，１１４
１，４５０，０００
６８，８００
３４，５１０
２３，４２２
８９０，１５９
６７，５５９
４０，１１４
６，３６２
５４，７８１
２，４２８

１，２１１，４３０
２８２，４００
１７０，０００
４４，１３１
４６６，０５６
１７９，６３２
５７，３２４
１１，８８５

６，７４１，０９４

７，０８５，６９７
１，３９４，１００
１，０９２，１６０
１，０９２，１６０
４，８５５，０７３
３４８，５２５
４，５０６，５４８
３，７８０，０００
７２６，５４８
△２５５，６３６
３７，２７２
３７，２７２

７，１２２，９６９
１３，８６４，０６４

２４

（平成２４年３月３１日現在）

最終データ保存日：12.05.17/12.05.21
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金 額
千円 千円

損 益 計 算 書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （千円未満切捨）

科 目

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

そ の 他 営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他 営 業 外 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

投 資 有 価 証 券 評 価 損

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

会 員 権 評 価 損

６，２１２

１４，６０７

４２，０１５

１５，３２４

２３，３３０

２３

３，１３５

２，４８４

４２，３１５

１，５４８

２１０，９１４

６０，５５９

１８，１４３，３１３

１３，４２７，６１３

４，７１５，７００

４，１５７，３４０

５５８，３６０

６２，８３４

３８，６５４

５８２，５３９

３，１５９

４６，３４８

５３９，３５０

２７１，４７３

２６７，８７６

２５

最終データ保存日：12.05.17/12.05.22/12.05.24
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株主資本等変動計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） （千円未満切捨）

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額

当 期 首 残 高

当期変動額合計額

当 期 末 残 高

株 主 資 本

資 本 金

千円

１，３９４，１００

―

１，３９４，１００

資 本 剰 余 金

資本準備金

千円

１，０９２，１６０

―

１，０９２，１６０

資本剰余金
合 計

千円

１，０９２，１６０

―

１，０９２，１６０

利 益 剰 余 金

利益準備金

千円

３４８，５２５

―

３４８，５２５

その他利益剰余金

別途積立金

千円

３，７８０，０００

―

３，７８０，０００

繰越利益剰余金

千円

５６３，５２０

△１０４，８４８

２６７，８７６

１６３，０２８

７２６，５４８

利益剰余金
合 計

千円

４，６９２，０４５

△１０４，８４８

２６７，８７６

１６３，０２８

４，８５５，０７３

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額

当期変動額合計額

当 期 末 残 高

株 主 資 本

自 己 株 式

千円

△１１７，１３２

△１４９，８０９

１１，３０６

△１３８，５０３

△２５５，６３６

株 主 資 本
合 計

千円

７，０６１，１７２

△１０４，８４８

２６７，８７６

△１４９，８０９

１１，３０６

２４，５２４

７，０８５，６９７

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

千円

△１３，９５２

５１，２２４

５１，２２４

３７，２７２

評価・換算
差額等合計

千円

△１３，９５２

５１，２２４

５１，２２４

３７，２７２

純資産合計

千円

７，０４７，２２０

△１０４，８４８

２６７，８７６

△１４９，８０９

１１，３０６

５１，２２４

７５，７４９

７，１２２，９６９

最終データ保存日：12.05.17

２６

当 期 首 残 高
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個別注記表

最終データ保存日：12.05.18

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　①その他有価証券
　　　　時価のあるもの
　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
　　　　時価のないもの
　　　　　　移動平均法による原価法
　　　②デリバティブ
　　　　　　時価法
　（２）　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
　　　　　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
　　　　　①製品・仕掛品　　　総平均法
　　　　　②商品・原材料　　　移動平均法
　　　　　③貯　　蔵　　品　　　最終仕入原価法
　（３）　固定資産の減価償却の方法
　　　①有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　定率法によっております。
　　　　　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
　　　　　　建物　　　１７～５０年
　　　　　　機械　　　７～９年
　　　②無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　定額法によっております。
　　　　　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。
　　　③リース資産
　　　　（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。
　　　　（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証がある場合は、残価保証

額）とする定額法によっております。
　　　　　平成２０年３月３１日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によっております。

　　　④長期前払費用
　　　　　均等償却によっております。

２７
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最終データ保存日：12.05.18/12.05.21/12.05.22

　（４）　引当金の計上基準
　　　①貸倒引当金
　　　　　売掛金等の金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、

貸倒実績率に基づき算定した金額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　　　②退職給付引当金
　　　　　従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付の見込額に基づ

き、計上しております。
　　　　　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（１０年）による定額法により費用処理しております。
　　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（１０年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。

　　　③役員退職慰労引当金
　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。
　（５）　収益及び費用の計上基準
　　　　完成工事高の計上基準
　　　　当事業年度に着手した工事契約から当事業年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価
比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　（６）　繰延資産の処理方法
　　　　社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
　（７）　消費税等の会計処理
　　　　消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
　
　　（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）
　　　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号　平成２１年１２月４日）
及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第２４号　平成２１年１２月４日）を適用しております。

　
　　（法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
　　　経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確
保に関する特別措置法が平成２３年１２月２日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成２４年４月１日以降解消されるものに
限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の４０．６％から、回収又は支払が見込ま
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　　れる期間が平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までのものは３７．７％、平成２７年４
月１日以降のものについては３５．３％にそれぞれ変更されております。

　　　その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が４１，５４５千
円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が４０，８７６千円増加しております。

　
　　（従業員持株ESOP信託）
　　　当社は、平成２３年９月５日開催の取締役会において、当社グループの従業員に対す
る福利厚生政策強化の一環とするとともに、従業員の業績や株価に対する意識を高め、
かつ中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、当社従業員へのインセンティ
ブ・プランとして「従業員持株ESOP信託」（以下「ESOP信託」）を導入することとい
たしました。

　　　当社が「菊水化学工業社員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員のうち
一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後５年間にわた
り当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得
します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。

　　　当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理を
しております。従って、信託口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益に
ついては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上しております。

　　　なお、当事業年度末（平成２４年３月３１日）における自己株式数は、以下のとおりで
あります。

　
　　　　　自己株式数　　　　　　　　　　５１４，４９４株
　　　　　うち当社所有自己株式数　　　　２３２，４９４株
　　　　　うち信託口所有当社株式数　　　２８２，０００株
　
２．貸借対照表等に関する注記
　（１）　有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，４４１，７０８千円
　（２）　債務保証
　　　　次の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っています。
　　　　　菊水化工（上海）有限公司　　　　　　　　　　１６，２９９千円
　　　　　日本スタッコ株式会社　　　　　　　　　　　　１００，０００千円
　（３）　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
　　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　３４，５６２千円
　　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　２３，５４９千円
　（４）　期末日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残
高に含まれております。

　　　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３８，４５１千円
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投資有価証券評価損

未払事業税

未払費用

一括償却資産

減価償却超過額

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

　（繰延税金資産）

９０，０５３千円

８，５３４千円

１４７，１９７千円

７７２千円

２７，１８７千円

１６５，９５８千円

６４，２８２千円

４，４５５千円

１６，０２９千円

５２４，４６９千円

△１４８，８９７千円

３７５，５７２千円

　
６．リースにより使用する固定資産に関する注記
　　　貸借対照表に計上した固定資産の他、試験設備の一部については、所有権移転外
ファイナンス・リース契約により使用しております。

３０

最終データ保存日：12.05.18/12.05.21/12.05.22

３．損益計算書に関する注記

　　　関係会社との取引

　　　　営業取引による取引高

　　　　　売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３，１２３千円

　　　　　仕入高　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５３，９７７千円

　　　　　その他の営業取引　　　　　　　　　　　　　１７９，５５３千円

　　　　　営業取引以外の取引による取引高　　　　　　２２，９９０千円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　　　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１４，４９４株

　

５．税効果会計に関する注記

　　　繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
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　（１）　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

ソフトウエア

３，３８４千円

３，３８４千円

―　千円

合計

３，３８４千円

３，３８４千円

―　千円

種類

子会社

子会社

会社等の名称

有限公司
菊水化工（上海）

株式会社FMT

議決権等の所有

所有
直接５１％

所有
直接１００％

役員の兼任など

役員の兼任など

取引の内容

ロイヤリティーの受取
（注１）

固定資産の賃貸
（注２）

取引金額

８，８１３千円

８，４００千円

科目

未収入金

―

期末残高

１２，５２４千円

―

関連当事者

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）　１．菊水化工（上海）有限公司の現地生産品の増値税抜き売上金額に対するロイヤリティーであります。
　　　２．当社所有の機械設備等に係る賃貸料であり、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
　　　３．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

見本板の製作

種類

役員の近親者

会社等の名
称又は氏名

遠山　昌夫

所在地

－

資本金又
は出資金

－

事業の内容
又は職業

最高顧問

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

－

取引の内容

顧問料の支払

取引金額

１１，４２８千円

科目

－

期末
残高

－

との関係（被所有）割合

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）　１．　当社創業者としての地位に基づき、月額９５２千円を支払っております。
　　　２．取引金額には消費税等を含めておりません。

　（２）　未経過リース料期末残高相当額
　　　　該当事項はありません。
　
７．関連当事者との取引に関する注記
　　　子会社及び関連会社等

　　　役員及び個人主要株主等

８．１株当たり情報に関する注記
　（１）　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　６９８円１６銭
　（２）　１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　２５円７７銭
　
９．重要な後発事象に関する注記
　　　該当事項はありません。

以　上

３１

直接２．４３％

最終データ保存日：12.05.18/12.05.21/12.05.22/12.05.28
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◯印

◯印

◯印

最終データ保存日：12.05.18

会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成２４年５月１０日

菊水化学工業株式会社
取締役会　御中

仰 星 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員

代 表 社 員
業務執行社員

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士

公認会計士

公認会計士

柴 田 和 範

寺 本 　 悟

浅 野 佳 史

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、菊水化学工業株式会社の平成２３年４月
１日から平成２４年３月３１日までの第５５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附
属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め
られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附
属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上

３２
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◯印

◯印

◯印

以 上

監査役会の監査報告書　謄本

監 査 報 告 書

菊水化学工業株式会社　監査役会
監査役（常勤）　倉　知　和　紀
監　　査　　役　伊　藤　富　夫
監　　査　　役　長 谷 川　　厚

（注）　監査役伊藤富夫および長谷川厚は、会社法第２条第１６号および第３３５条第３項に定める社外監査役であります。

３３

　当監査役会は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第５５期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役から監査の方法および結果の報告を受け、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告
を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重
要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況
を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための必要なものとして会社
法施行規則第１００条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築
および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人からその「職務の遂行が適正に行なわれることを確保するための体制」（会社
計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、
当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）
およびその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書および連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
１）事業報告等の監査結果
　一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。
　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

２）計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
３）連結計算書類の監査結果
　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　
　　平成２４年５月１１日

最終データ保存日：12.05.17/12.05.22
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株主総会参考書類

３４

議案及び参考事項
　
第１号議案　　剰余金処分の件
　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　　　期末配当に関する事項
　　　　　当社は株主の皆様への利益還元を重要な課題のひとつと考え、配当につきまし

ては、安定配当の継続を基本とし、業績動向及び今後の事業展開に備えるための
内部留保等を勘案し決定する方針としております。この配当方針に基づき、当期
の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　　　（１）　配当財産の種類
　　　　　　金銭といたします。
　　　（２）　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　　　当社普通株式　　１株につき金６円　
　　　　　　総　　　　額　　６２，９０６，７６０円
　　　（３）　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　　　平成２４年６月２９日
　
第２号議案　　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
　　当社は、会社法第２３６条、第２３８条及び第２３９条の規定に基づき、以下の要領により当社
取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行す
る新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、ご承認を求めるもの
であります。
　　なお、当社取締役に対する新株予約権付与は、会社法第３６１条第１項の報酬等に該当い
たします。当社取締役の報酬額は、昭和６１年２月１８日開催の臨時株主総会において、年
額３００百万円以内とする旨承認され、現在に至っておりますが、これとは別枠にて取締役
７名以内の者に対し、報酬等として年額２５０百万円の範囲で新株予約権を付与することに
ついても、併せてご承認を求めるものであります。
　
　１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
　　　　当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取

締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、新株予約権を発行するものであ
ります。

　　　　また、当社取締役に対し新株予約権を付与することについては、ストックオプ
ションの目的で付与するものであり、取締役の報酬等として相当であると存じます。

　
　２．新株予約権の払込金額
　　　　金銭の払込みを要しないものとする。

最終データ保存日：12.05.17/12.05.21/12.05.24/12.05.28
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最終データ保存日：12.05.17

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

調整後行使価額 調整前行使価額＝ ×
１

分割・併合の比率

３５

　３．新株予約権の割当日
　　　　当社取締役会に委任するものとする。
　
　４．新株予約権の内容
　　（１）　新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　　　　当社普通株式　１，２００，０００株を上限とする。
　　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式

の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該
時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整に
より生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

　
　
　　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」

という。）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要と
する場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内
で株式数を調整することができる。

　　（２）　新株予約権の総数
　　　　１，２００個を上限とする。なお、この内、当社取締役に付与する新株予約権は５００個

を上限とする。（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１，０００株とする。た
だし、上記（１）に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものと
する。）

　　（３）　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権

の行使に際して払込をすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各
新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を
割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立し
ない日を除く。）の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平
均値に１．０５を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額
が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値）を下回る
場合は、割当日の終値とする。

　　　　なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行
使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるも
のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
　
　
　　　　また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己

株式の処分を行う場合（会社法第１９４条の規定（単元未満株主による単元未満株式
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行使価額
＝
行使価額

× 時価
既発行株式＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

調 整 後 調 整 前

３６

　　　　売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは
転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切
り上げる。

　
　
　
　
　
　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保

有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行
う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

　　（４）　新株予約権を行使することができる期間
　　　　新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より平成３１年６月２８日までとす

る。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最
終日とする。

　　（５）　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
　　　　備金に関する事項
　　　　①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
ものとする。

　　　　②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額
を減じた金額とする。

　　（６）　新株予約権の行使の条件
　　　　①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、

監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了に
より退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでは
ない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

　　　　②新株予約権の相続はこれを認めない。
　　　　③その他権利行使の条件は、平成２４年６月２８日開催の当社第５５回定時株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当契約書」に定めるところによる。

最終データ保存日：12.05.17/12.05.21/12.05.22
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　　（７）　新株予約権の取得の条件
　　　　①当社は、新株予約権者が上記（６）による新株予約権の行使の条件に該当しなくな

った場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
　　　　②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認さ

れた場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしく
は株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予
約権を無償で取得することができる。

　　（８）　譲渡による新株予約権の取得の制限
　　　　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す

るものとする。
　　（９）　当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
　　　　組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約

権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める
株式会社の新株予約権を交付するものとする。

　　　　①合併（当社が消滅する場合に限る。）
　　　　　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
　　　　②吸収分割
　　　　　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部

を承継する株式会社
　　　　③新設分割
　　　　　新設分割により設立する株式会社
　　　　④株式交換
　　　　　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
　　　　⑤株式移転
　　　　　株式移転により設立する株式会社
　　（１０）新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
　　　　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。
　　（１１）新株予約権のその他の内容
　　　　新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発

行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
　　（１２）新株予約権の公正価額の算定方法
　　　　新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を基にブラック・ショールズ・

モデルを用いて算定する。
　
第３号議案　　監査役２名選任の件
　　監査役倉知和紀氏及び伊藤富夫氏は、本株主総会終結の時をもって退任いたします。
あらためて監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しまし
ては、監査役会の同意を得ております。
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株 式 の 数
所有する当社氏 名

（生年月日）

（昭和３１年３月３１日生）

田 原 成 年

（昭和２３年１１月３０日生）

笠 原 洋 司

昭和５５年３月　当社　技術開発部入社
平成１１年９月　福岡工場長
平成１７年３月　茨城工場長
平成１９年３月　品質管理部長
平成２２年１０月　製造本部副本部長
平成２３年４月　理事　製造本部副本部長（現在に至る）

昭和４７年４月　株式会社名古屋銀行　入行
平成１４年６月　同行　執行役員
平成１７年６月　同行　取締役
平成１８年６月　同行　常務取締役
平成２３年６月　同行　役員退任

－

氏 名 略 歴

平成２０年６月　当社監査役（現在に至る）

平成２０年６月　当社監査役（現在に至る）

倉 知 和 紀

伊 藤 富 夫

以　上

３８

８，１９３株

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

第４号議案　　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
　　監査役倉知和紀氏及び伊藤富夫氏は、本株主総会終結の時をもって退任されますので、
在任中の功労に報いるため、当社の所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願い
たいと存じます。
　　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

略歴、地位及び重要な兼職の状況

平成２３年６月　株式会社名古屋住宅流通サービス
　　　　　　　取締役社長（現在に至る）

（注）　１．候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
　　　２．笠原洋司氏は社外監査役候補であり、名古屋証券取引所に独立役員の届出を予定しております。
　　　３．笠原洋司氏を社外監査役候補とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映して

いただきたいためであります。
　　　４．当社は社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第３６条において、社外監査役との間で任

務を怠ったことによる損害賠償請求責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外
監査役候補者である笠原洋司氏と当社との間では責任限定契約を締結しております。
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－ －

メモ

最終データ保存日：12.05.18

３９
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アイリス愛知　２階　コスモス　　
名古屋市中区丸の内二丁目５番１０号

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

（ ）

地下鉄　桜通線「丸の内駅」④番出口から徒歩約８分
地下鉄　鶴舞線「丸の内駅」①番出口から徒歩約８分（ ）

最終データ保存日：12.05.18/12.05.25/12.05.28
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